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障害年金不支給判定急増問題についての抽出調査に関する要望書 

 

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

さて、令和 6年度に障害年金不支給判定が急増した問題が報じられ、福岡厚生労働大臣が

日本年金機構に抽出調査の指示をしました。具体的な調査の中身は明らかにされてはおり

ませんが、本来なら障害年金をもらえていたはずの人がもらえていない可能性等を踏まえ

た上で救済策につながるようなものにしていく必要があると考えております。 

 つきましては、障害者権利条約の趣旨を鑑みるとともに、調査が適切に行われるよう下記

のとおり要望します。 

 

記 

 

① 日本年金機構からの介入があったとみられる判定医を調査して明らかにすること。ま

た、日本年金機構からの介入があった可能性のある判定医も調査して明らかにすること。 

② 日本年金機構からの介入があったとみられる判定医及び日本年金機構から介入があっ

た可能性のある判定医等にかかわって不支給になった者を明らかにすること。 

③ 当該不支給理由の内訳（例：3級の認定、障害が認定されなかったなど）や診断名内

訳、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の傾向等を明らかにすること。 

④ 報道の文書及び同様の文書等を調査し、結果を公表すること。 

以 上  

 

 


